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絶対､負けない 
私たち学生はいきなり学ぶ権利を奪われました 

先生をいきなり取り上げられました 

中京大学 羅ゼミ現役生一同 OB・OG 有志 

これは、不当解雇された羅教授のゼミ生・ＯＢ・ＯＧ有志の想いです。羅先生が学生にとても慕

われていることを示す声です。羅ゼミの学生たちの声は、ホームページ「羅教授の復帰支援会」

（http://razemiseminar.wixsite.com/mysite）に掲載されています。また、学生自ら復帰を求める

署名活動も推進しています。是非ともご覧下さい。また、以下に学生の声を一部掲載します。 

羅先生のお人柄・研究内容・羅ゼミ全体の雰囲気等、ゼミ生はそれぞれ確かな理由があり羅先生

の下で学ぶことを選択して活動に取り組んで参りました。私たちは卒業まで羅先生の下で学べるも

のであると信じ疑うことなどなく、また卒業された先輩方やこれから学びにくるはずであった後輩

たちとの関係を築き続けていく夢も、ここで途切れてしまうことを考えると大変悔しく、憤りを感

じます。羅先生はお忙しい中でゼミの時間外でも、幾度となく私たちゼミ生のために時間を割き、

熱心にご指導くださいました。私たちは羅先生がどれだけ学生想いの先生であるかを肌で感じてお

り、今もそんな羅先生を必要としています。 

20 日裁判 法廷傍聴席を埋め尽くそう！ 
第 1回口頭弁論後に「支援する会」主催報告会を開催します 

中京大学事件についてです。第 1回口頭弁論期日が、2月 20日（月）14時開始と設定されました。

場所は名古屋地方裁判所（以下のＵＲＬ参照）、11階 1103法廷です。加盟組合

の皆さん、是非とも傍聴支援をお願いします。傍聴席を埋め尽くしましょう。 

http://www.courts.go.jp/nagoya/about/syozai1/nagoyamain/index.html 

 また、第 1回口頭弁論後、「羅教授を支援する会」主催による報告会が開催

されます。名古屋地裁のすぐ近く「桜華会館 竹の間」です。弁護団による

解説もされます。 

ご質問があれば、ご遠慮なく私大教連書記局までお問い合わせ下さい。 

私大教連 書記局ニュース 
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中京大学事件 不当解雇撤回闘争の意義 

大学教員の教育・研究は権利性を有する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私大教連ニュース 752号にも掲載しましたが、東海私大教連はこれまで、弁護団の尽力のもと、

「大学教員の教育・研究は権利性を有する」という仮処分決定と判決を勝ち取ってきました。 

 以下に、異職種配転事件であった鈴鹿医療科学大学事件の仮処分決定、判決文から引用します。

これらは、今でも国公立の組合も含めた大学教職員組合で大いに活用すべき内容を含んでいます。 

 中京大学事件も負けられません。大学教員の教育・研究は権利です。これを不当に侵害する梅村

学園理事会の行為は、断罪されるべきでしょう。 

○鈴鹿医療科学大学事件 2012年 3月 29日 仮処分決定 

大学教員の「職務の本質的な部分は、教育・研究にあるといえる。･･･かかる職務は、教育職員に

とって、雇用契約上の義務にとどまらず権利的な側面を有することは否定できない。」 

○鈴鹿医療科学大学事件 2013年 6月 28日 津地裁判決 

以上を総合すると、被告が行った本件配置転換命令は、その業務上の必要性の程度は低く、研究

者・教育者としてのキャリアを積み重ねてきた原告に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を

負わせるものであり、人選及び配置転換に至る手続きにも問題があったというべきであるから、･･･

（略）、権利を濫用したものとして無効というべきである。 

○鈴鹿医療科学大学事件 2014年 1月 30日 名古屋高裁判決 

被控訴人が精神的苦痛を受けたことは明らかであり、研究者・教育者としての評価や昇進の場面

でも不利益を受けると考えられることなどの諸般の事情を考慮すると、本件配置転換命令により被

控訴人が受けた無形的な損害の額は●●●万円と認めるのが相当である。 

自己の研究成果を講義という形で学生に伝え、それに対し単位認定することと、単位認定決定権

限がない実習補助では、学生に対する影響は大きく違うのであり、教育面でも不利益がないとの控

訴人の主張は採用できない。 

 
「羅教授を支援する会」の呼びかけ人･賛同者へのご協力を 
「羅教授を支援する会」では、支援をアピールしていただける「呼びかけ人」「賛同者」を募集し

ています。下記の URLからご連絡下さい。組合員の皆さん、ご協力をお願いします。 
URL http://sup3ira2016.wixsite.com/mysite-1 

東海私大教連の当面の予定です。ご参加、代議員選出、よろしくお願いします。 

●2月 17日（金）第 106回単組代表者会議  ●3月 11日（土）第 48回大会 
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